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留萌国有林の地域別の森林計画の変更について 

 

【変更理由】 

 

 次の理由から森林法第７条の２第３項において準用する同法第５条第５項の規定に基づ

き、変更する。 

 

１ ナラ枯れ被害について、令和６年 12 月 19 日に開催された「ナラ枯れ被害拡大防止

対策会議」の結果から被害拡大防止に向けた対策を一層強化することが必要と判断し、

森林の保全に関する事項を変更する。 

 

２ 保安林を指定する必要が生じたことから、保安林整備及び治山事業に関する計画を

変更する。 

 

３ 効率的な路網整備や間伐等の森林施業を推進するため、林道にかかる計画を変更す

る。 

 

４ 保安林機能の回復に必要な治山事業を行う必要のある箇所が発生したため、治山に

かかる計画を変更する。 

 

   なお、本変更計画は、令和７年４月 1 日から適用する。 

 

 

【変更項目】 

 

  １ 本文については、変更等を行う項目に係る部分を掲載しており、文中の下線部が

変更・追加箇所である。 

  ２ 第Ⅲの別表については変更となる別表のみを掲載している。 



【現行計画】

Ⅱ　計画事項   

第４　森林の保全に関する事項

　４　森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項

　　(１)　森林病害虫等の被害対策の方針

【変更計画】

Ⅱ　計画事項   

第４　森林の保全に関する事項

　４　森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項

　　(１)　森林病害虫等の被害対策の方針

よう取り組むこととする。

　さらに、被害発生地の状況を考慮した上で適切に処理を行うなど、関係機関が連携し

てナラ枯れ被害の拡大防止に努めることとする。

　森林病害虫等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努めると

ともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。

　森林病害虫等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努めると

　特に、ナラ枯れ被害については、渡島檜山森林計画区において北海道内で初めて確認

され、拡大しているところである。そのため、本計画区においては、ナラ枯れ被害が今

後発見された場合は、関係機関が連携して被害木を早期発見するために巡視活動を行う

ともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。
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【現行計画】

Ⅱ　計画事項   
第５　計画量等 

 　５　保安林整備及び治山事業に関する計画

　　(１)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

　　イ　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位　面積：ha

指定

解除 市町村 区域
面積 うち前半

５年分

760.57 760.57

760.57 760.57

【変更計画】

Ⅱ　計画事項   

第５　計画量等 

 　５　保安林整備及び治山事業に関する計画

　　(１)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

　　　イ　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位　面積：ha

指定

解除 市町村 区域
面積 うち前半

５年分

1,714.87 1,714.87

1,714.87 1,714.87

（略）

824.57 災害防備のため

（略） （略）

指定又は解除を
必要とする理由

土砂流
出防備

（略）

（略）

土砂流出防備計

計

（略） （略）

（略）

指定

土砂流出防備計

計

種類

森林の所在

（略）

（略） （略） （略）

172
173
174
175
176
177

824.57

羽幌町 2134 129.73 129.73

指定

災害防備のため

土砂流
出防備

備　　考

（略）

留萌市

（略） （略） （略）

種類

森林の所在
指定又は解除を
必要とする理由

備　　考

（略） （略）
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【現行計画】
Ⅲ　別表
別表4　開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

ア　開設すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位　延長：km、面積：ha

注１）　合計は四捨五入の関係から必ずしも一致しない。

注２）　開設には新設する路線以外に、既存の作業道を改良等により林業専用道に繰り入れするものを含む。

注３）　林道開設計画図については、北海道森林管理局計画課に備え置く。

うち前半
５年分

対図
番号

備　考

（略） （略）

3-5

3-6

（略） （略）

種　類 区　分
位　置

（市町村）
路 線 名 延　長

利用区域
面積

自動車道
（管理）

留萌市林業専用道

林業専用道 ポンルル２号左支線

林業専用道

小平町
林業専用道 一線沢支線

7 路線

林業専用道

0.7 88

林業専用道 ポンルル４号 1.5

（略）

合　　計 21 路線 32.7

82

（略） （略） （略） （略）

小計 8.1 8975

林業専用道

1.2 106

（略） （略）

林業専用道

林業専用道

2 路線 2.2

路線

小計 2.5

小計

（略）

林業専用道

林業専用道

181

林業専用道

小計 2.4 230

小計 8.2 1,047

（略）

5-9

林業専用道 （略） （略） （略）

林業専用道 （略）

2 路線

林業専用道

林業専用道

（略）

林業専用道

林業専用道

258

林業専用道 （略） （略）

1 路線

（略） （略） （略） （略）

4 路線 9.3 925

（略） （略） （略）

3,538

32.7 3,538

小計

管理　計 21 路線

（略）

（略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略）

林業専用道
（略）

林業専用道
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【変更計画】
Ⅲ　別表
別表4　開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

ア　開設すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位　延長：km、面積：ha

注１）　合計は四捨五入の関係から必ずしも一致しない。

注２）　開設には新設する路線以外に、既存の作業道を改良等により林業専用道に繰り入れするものを含む。

注３）　林道開設計画図については、北海道森林管理局計画課に備え置く。

管理　計 21 路線 32.7 3,538

（略）

林業専用道

林業専用道

小計 2.5 258

林業専用道

2 路線

林業専用道

（略）林業専用道

林業専用道

林業専用道
（略） （略） （略） （略） （略）

林業専用道

林業専用道

（略）

小計

林業専用道 一線沢支線

2 路線

（略）

小計 8.2 1,047

林業専用道 （略） （略） （略）（略）

（略） （略）
小平町

うち前半
５年分

対図
番号

備　考

林業専用道

種　類 区　分
位　置

（市町村）
路 線 名 延　長

利用区域
面積

自動車道
（管理）

留萌市林業専用道

林業専用道 ポンルル２号左支線

林業専用道

7 路線

林業専用道

3-5

0.7 88 ○ 3-6

林業専用道 ポンルル４号 1.5 82 ○

（略） （略） （略） （略） （略）

（略）

181

小計 2.4 230

（略）

1.2 106 ○ 5-9

林業専用道 （略） （略）

（略） （略） （略）

林業専用道 （略） （略） （略） （略） （略） （略）

5 路線 8.1 897小計

林業専用道

合　　計

2.2

林業専用道

（略）

1 路線

4 路線 9.3 925

（略） （略） （略） （略） （略）

小計

21 路線 32.7 3,538
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【現行計画】

Ⅲ　別表

別表５　治山事業の数量

単位　地区

【変更計画】

Ⅲ　別表

別表５　治山事業の数量

単位　地区

所　　在 治山事業
施工地区数

主な工種 備　考
市町村 区域（林班）

留萌市 117,118,127,137,138,170 6 渓間工、山腹工

羽幌町 2012,2013,2066,2122,2123,2125 4 渓間工、山腹工

（略） （略） （略） （略）

合　計 19

（略） （略） （略） （略）

所　　在 治山事業
施工地区数

主な工種 備　考
市町村 区域（林班）

留萌市 117,118,127,137,138,172 6 渓間工、山腹工

（略） （略） （略） （略）

羽幌町 2012,2013,2066,2122,2123,2125,2134 5 渓間工、山腹工

（略） （略） （略） （略）

合　計 20
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